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＜最近の事例＞ 

９月２８日、福岡県内で警察や銀行を名乗る「ニセ電話詐欺」が少なく 

とも２０件発生しました。 

福岡市の８０代女性は、銀行員を名乗る男から「保険料の還付がある」 

「キャッシュカードを新しくする必要があるので渡して欲しい」との 

電話を受け、暗証番号も聞き出されました。その後、訪問した男に女性 

はキャッシュカードを渡してしまい、女性の銀行口座からは５０万円が 

３回に分けて引き出されました。 
                                         

【アドバイス】 

●キャッシュカードや通帳は絶対に他人へ渡してはいけません！                  

警察や公的機関、銀行などがキャッシュカードや通帳を預かったり、暗証番号を

聞き出すことは絶対にありません。もし渡してしまった場合は、すぐに警察と銀

行に連絡してください。 

●「電話でお金はすべて詐欺」               

電話は、着信番号通知や留守番電話機能を活用しましょう。 

   詐欺グループは、電話を録音されることを嫌います。留守番電話を設定し、相手
を確認してから出るようにすることもトラブルを避ける一つの方法です。 

●不審な電話があったら、最寄りの警察や消費生活センターに 

相談してください。  

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

※消費生活センターでは、出前講座（講師の派遣は無料・15名以上から）のご依頼も受け

ています。さまざまな事例を知って、備えておきましょう。 

 

みもりん 

 

まもりん 


